
群馬労働局の取組 トピックス
（働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦）

（賃⾦引き上げ特設ページを開設）

発信者 雇用環境・均等室

〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

① 働き方改革推進支援助成金に新たなコースが新設されました。

令和６年４⽉１⽇から、建設業、運送業、病院等にも、時間外労働の上限規制が適用されます。上限
規制への円滑な対応に向けた環境整備に取り組む、これら適⽤猶予業種中⼩企業事業主の皆様を⽀援
するために、令和５年４⽉１⽇から「適⽤猶予業種等対応コース」が新設されました。

【働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦（適⽤猶予業種等対応コース）】

雇用環境・均等室

課題別にみる助成金の活用事例

〈建設業〉 〈運送業〉 〈病院等〉



② 働き方改革推進支援助成金の従来のコースも拡充されました。

【①働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦（労働時間短縮・年休促進⽀援コース）】
労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中⼩企業事業主に対し助成します。

雇用環境・均等室

【③働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦（労働時間適正管理推進コース）】
労務・労働時間の適正管理を推進し、労働時間等の設定の改善の成果を上げた中⼩企業事業主に対し助成します。

【②働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦（勤務間インターバルコース）】
勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成します。

【④働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦（団体推進コース）】
傘下企業の⽣産性の向上に向けた取組を⾏う事業主団体に対し助成します。

成果目標 助成上限額（※賃金加算制度あり）

新たに勤怠・賃金計算等をリンクさせたITシステムを用いた時
間管理方法を採用するとともに、労務管理書類の５年間保存に
ついて就業規則等に規定すること
また、労働時間適正把握に係る研修を実施すること

成果目標達成時の上限額：100万円

（※助成額最大580万円）

成果目標 助成上限額（※賃金加算制度あり）

以下のいずれかを１つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の削減
②年休の計画的付与制度の整備
③時間単位の年休の整備及び特別休暇の整備

成果⽬標の達成状況に基づき、①〜③の助成上限額を算出
①月80H超→月60H以下：200万円
②25万円 ③25万円 合計250万円

（※助成額最大730万円）

成果目標 助成上限額（※賃金加算制度あり）

新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること 導入した勤務間インターバルの時間数に応じて、以下の助成上
限額となる
・９〜11H：80万円
・11H以上：100万円 （※助成額最大580万円）

成果目標 助成上限額

事業主団体が、傘下企業のうち1/2以上の企業について、その
取組又は取組結果を活用すること

上限額：500万円
複数地域で構成する事業主団体（傘下企業数が10社以上）の場
合 上限額：1,000万円

①〜③の助成対象となる取組
▶就業規則の作成・変更 ▶労務管理担当者・労働者への研修 ▶外部専門家によるコンサルティング
▶労務管理用機器等の導入・更新 ▶労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新 ▶人材確保に向けた取組 等

※助成率は、費用の3/4（事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、４/5を助成）

④の助成対象となる取組
▶市場調査 ▶新ビジネスモデルの開発、実験 ▶好事例の周知、普及啓発 ▶セミナーの開催
▶巡回指導、相談窓口の設置等

▶▶お問い合わせは、群馬労働局雇用環境・均等室（電話 027－896－4739）まで◀◀



③ 賃金引き上げの参考となる情報を掲載しています。
～ 賃金引き上げに関するＷｅｂページを開設しました ～

●賃⾦引き上げを実施した企業の取り組み事例
●各地域における平均的な賃⾦額がわかる検索機能
●賃⾦引き上げに向けた政府の⽀援策の紹介
など、賃⾦引き上げのために参考となる情報を掲載してい
ます。
賃⾦引き上げを検討される際に、是⾮ご利⽤下さい。

https://www.saiteichingin.info/chingin/

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを⾒てね︕
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